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第7章 方法書に対する経済産業大臣の勧告 

 

「電気事業法」（昭和 39 年法律第 170 号）第 46 条の 8 第 1 項の規定に基づく環境影響評価方法書

についての経済産業大臣の勧告（令和 2 年 7 月 16 日 20200120 保第 14 号）は、次のとおりである。 

なお、方法書に対する経済産業大臣の勧告と事業者の対応は、表 7-1 のとおりである。 
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表 7-1 方法書に対する経済産業大臣の勧告と事業者の対応 

経済産業大臣の勧告 事業者の対応 

1．渡り鳥の実態を把握するため、対象事業実施区域及び

その周辺において、適切に調査地点数を設定するこ

と。 

方法書段階より、調査地点の見直しを行いました。ま

た、レーダー調査の地点選定においても、関係機関と調

整のうえ、適切に実施いたしました。調査の実施状況に

ついては、「第 10 章 10.1.4 動物」に記載いたしまし

た。 

2．生態系の典型性注目種については、鳥類を追加するな

ど適切に選定を行うこと。 

典型性注目種については、鳥類も含め見直しを行いま

した。現地の状況を踏まえ、典型性注目種は、カラ類を

選定いたしました。なお、調査の結果については、「第

10 章 10.1.6 生態系」に記載いたしました。 

3．植生の調査については、早春または春の現地調査を追

加すること。 

現地の状況を踏まえ、植物相の春季調査は、4 月及び

5 月の 2 回実施いたしました。調査の結果については、

「第 10 章 10.1.5 植物」に記載いたしました。 
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